
■納税証明書と納付窓口
納税便利情報

県税を納められる場所

納税証明書

県・市町村税の納税証明書が必要な場合には、その交付を受けることができます。

納税証明書は、納税義務者、特別徴収義務者又はその代理人等からの請求により、県内の各県税事

務所及び自動車税事務所・市役所・町村役場で交付します。

車検受けに必要な自動車税種別割納税証明書（継続検査・構造等変更検査用）は、原則として自動

車税種別割の納税通知書に添付されています。

また、運輸支局（国土交通省）の継続検査窓口で電子的に自動車税種別割の納税の証明確認ができ

るようになりました。

県税については、次の金融機関等で納めることができます。

市町村税を納められる場所

それぞれの市役所・町村役場、金融機関等で納めることができます。

口座振替もご利用いただける場合があります。

詳しくはお住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。

区分 名称

金融機関

普通銀行
南都銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、京都銀行、
関西みらい銀行、紀陽銀行、中京銀行、三十三銀行の各本支店

信託銀行 三井住友信託銀行の本支店 ※令和4年10月1日以降はご利用になれません。

信用金庫
奈良信用金庫、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、京都中央信用金庫、
新宮信用金庫の各本支店

その他 奈良県農業協同組合、近畿産業信用組合、近畿労働金庫の各本支店

ゆうちょ銀行
（郵便局）

・ペイジーマークのある納付書等
全国のゆうちょ銀行の本支店・郵便局

・ペイジーマークのない納付書等
奈良県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県の各府県内のゆうちょ銀行の
支店・郵便局

コンビニエンスストア

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、
セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、
ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、
ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、
ローソンストア100、MMK設置店
※納付書等のコンビニ収納用欄にバーコードが記載されているものに限ります。

県税事務所
奈良県税事務所、中南和県税事務所、自動車税事務所
（※高田窓口センター及び吉野窓口センターでの県税の納付はできません。）

更正の請求
申告書を提出した後に、税額が過大であったこと等を発見したときは、原則として法定納期限か

ら５年以内に限り、減額の更正の請求ができます。

対象となる税目は以下のとおりです。

不服申立てと処分取消しの訴え

県税及び市町村税の課税・徴収の処分について不服がある場合には、その処分があったことを知

った日の翌日から起算して３ヶ月以内に、知事・市町村長に対して審査請求をすることができます。

（処分によっては、この期間が異なる場合もあります。）

また、県・各市町村を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

詳しくは、処分にかかる通知書等をご覧ください。

※固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、各市町村の固定資産評価審査委

員会に対し、「審査の申出」をすることができます。

納税の猶予

■納税の猶予・救済制度
納税便利情報

税金は納期限までに納めなければなりませんが、事情によっては、納税の
猶予等が認められる場合があります。管轄の県税事務所及び自動車税事務所・
市役所・町村役場にご相談ください。

（１）徴収猶予

次のような場合などにおいては、１年以内（事情によって最長２年）の期間で納税が猶予されます。

・本人の財産が災害や盗難にあったとき。

・本人や家族が病気にかかったり負傷したとき。

・事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業をしたとき。

（２）換価の猶予

平成28年４月１日より猶予制度の一部見直しがあり、申請により換価の猶予が認められる場合が

あります。

減 免
天災等、特別な事情がある場合、減免措置が適用される場合があります。

対象となる税目の例は以下のとおりです。

県 税 等
法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税・地方法人特別税、県民税利子割、
県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、県たばこ税、ゴルフ場利用税、
自動車税環境性能割、軽油引取税、産業廃棄物税

市町村税 法人市町村民税、市町村たばこ税、事業所税、入湯税、軽自動車税環境性能割

県 税 県民税、事業税、不動産取得税、自動車税

市町村税 市町村民税、固定資産税、軽自動車税など
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